
　やむを得ず飼うことが出来ない犬・
猫を引き取ります。
【日　時】７月19日（水）
　　　　　午前８時50分から９時まで
【場　所】
　伯耆町役場又は伯耆町役場溝口分庁舎
○事前に住民生活課生活環境室まで
　必ず連絡をお願いします。
○当日は印鑑を持参してください。
【問合わせ先】
　住民生活課生活環境室
　　６８―３１１５

体験搭乗日　平成18年９月17日（日）

募集人員　150名

体験搭乗機種　Ｃ－１輸送機

応募期限

　平成18年８月24日（木）（必着）

一般募集要領等

（1）応募要領

　 ア ハガキ１枚につき２名様まで

　 イ 小学生以上対象。（小学生の

場合は、子供と保護者の２名

での申し込みとなります。）

（2）記入要領

　　ハガキに搭乗者全員の住所、氏

　　名、年齢、電話番号を記入（小

　　学生は学年も記入）。

（3）体験搭乗者発表

　　応募者から抽選し、当選者には

　　９月８日（金）頃までに搭乗券

　　等の発送。

【問合わせ先】

　〒684－0053

　鳥取県境港市小篠津町２２５８

　航空自衛隊　美保基地渉外室

　　45－0211
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犬・猫の引き取り日
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お し ら せ お し ら せ

ひまわりセミナー　～やさしい人権講座～　開催ひまわりセミナー　～やさしい人権講座～　開催
「高齢者問題」～高齢者って何だろう？～

誰もが迎える老い、その実態を医療の面から関わってこられた伯耆中央病院　篠原

顕一郎院長先生を講師に迎えて下記の日程でひまわりセミナーを開催します。

　体力、記憶力の衰えと心の関わり方、高齢者に対する接し方や、自分が高齢者の

範囲に入ったときのことを考える機会にしてください。

普段着で参加できる会ですのでお気軽にお越しください。

日　　時　　7月21日（金）午後8時から

場　　所　　町立　溝口公民館
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部落解放月間は、「同和対策事業特別措置法」が施行された昭和44年7月10日を記念し

て、鳥取県により翌年の昭和45年に制定されました。

期間中、県民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、認識を深めていただくよう、講演

会や研修会の開催など様々な啓発活動が開催されます。

「同和問題」とは･･･

「同和問題」とは、封建時代の身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識

により、日本国民の一部の人々が、経済的･社会的･文化的に不利益な状態を強いら

れている問題です。今もなお、結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたりと、

日常生活の中でさまざまな差別を受けています。これは、日本固有の重大な人権問

題です。

私たち一人ひとりが、まず同和問題を正しく理解すること、そして同和問題を自分

の問題として考え、差別をしたり、させたりすることのないよう行動することが大

切です。


